
給水装置工事の流れ（水道の新規加入）
　下記のとおり、申請・手続きには時間を要しますので、時間を持って水道加入をご検討ください。
　※印の項目は、申請・工事の状況に応じて変わります。下記の流れは、一例となります。

工事申込者 指定給水装置工事事業者
上下水道お客さまセンター

稲敷市上下水道課
備考

見積り依頼 基本調査 ※給水の可否相談・回答

見積り作成 ※工事費用が高額となる場合、
　 高額工事費支援制度のページを

工事の依頼 工事の受注 　 参照

申請書類必要事項記入 申請書類・図面作成

工事の申請 書類・図面等の審査 ※不適合の場合、差し戻し

加入金納付書発行 金額については、水道加入金の
設計審査手数料納付書発行 ページを参照
工事検査手数料納付書発行

加入金納付 審査・検査手数料納付

※起案及び決裁 ※道路掘削等がある場合は、
　国・県　1ヶ月～
　警察署等　1週間～
　程度の日数を要します。

加入金等の納付確認 ※支払窓口によって、確認に時間を要します。

工事施工承認

工事着手

※工事立会依頼 ※材料検査・工事立会 ※不適合の場合、手直し

※水道給水開始 ※水道メーター設置 ※水道メーター貸与
※水道料金の支払開始

工事完了

竣工届必要事項記入 竣工届・図面の作成

竣工届提出 竣工届受領 ※不適合の場合、差し戻し

※竣工検査立会 ※竣工検査立会 竣工検査 手続完了


